
徳
島
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
鳥
獣

保
護
区
の
存
続
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

鳥
獣
保
護
区

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

区

域

面

積

存
続
期
間

の
名
称

指
定
区
分

指

定

目

的

土
柱
鳥
獣
保

阿
波
市
阿
波
町
北
山
の
市
道
栩
ヶ
窪
北
山
線
終
点
を
起

一
三
三
ヘ

令
和
元
年
十
一

森
林
鳥
獣
生
息
地

こ
の
区
域
は
、
阿
波
市
北
西
部

護
区

点
と
し
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東
に
進
み
市
道
桜
ノ
岡
栩

ク
タ
ー
ル

月
一
日
か
ら
令

に
位
置
し
、
ク
ヌ
ギ
、
コ
ナ
ラ
等

ヶ
窪
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
に
進

和
十
一
年
十
月

を
主
体
と
す
る
落
葉
広
葉
樹
林
と

み
市
道
小
倉
栩
ヶ
窪
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

三
十
一
日
ま
で

な
っ
て
お
り
、
野
生
鳥
獣
の
生
息

市
道
を
南
に
進
み
市
道
阿
讃
山
麓
線
と
の
交
点
に
至
り
、

環
境
と
し
て
良
好
で
あ
る
と
認
め

同
所
か
ら
同
市
道
を
西
に
進
み
市
道
赤
坂
四
号
線
と
の
交

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
保
護
区

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
に
約
四
○
メ
ー
ト
ル

に
指
定
し
、
良
好
な
生
息
地
の
確

進
み
里
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
里
道
を
稜
線

保
を
図
る
。

り
ょ
う

沿
い
に
北
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区

域

仁
賀
木
鳥
獣

阿
波
市
市
場
町
日
開
谷
字
仁
賀
木
の
林
道
長
谷
線
仁
賀

一
七
四
ヘ

同

同

こ
の
区
域
は
、
河
川
上
流
部
の

保
護
区

木
小
橋
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
仁
賀
木
谷
川
を
北
に
進

ク
タ
ー
ル

森
林
地
帯
で
あ
り
、
自
然
環
境
に

み
ジ
ロ
セ
谷
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
更
に
同
川
を

も
恵
ま
れ
、
鳥
獣
の
生
息
に
適
し

北
に
約
八
○
○
メ
ー
ト
ル
進
み
通
称
ア
ゲ
フ
デ
谷
と
の
交

て
い
る
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
保
護
区

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
谷
を
東
に
進
み
徳
島
県
と
香
川

に
指
定
し
、
良
好
な
生
息
地
の
確

県
と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線

保
を
図
る
。

を
南
東
に
進
み
阿
波
市
市
場
町
と
同
市
土
成
町
と
の
境
界

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
西
に
約

二
○
○
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
地
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
稜
線

り
ょ
う

を
南
西
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

津
乃
峰
鳥
獣

阿
南
市
見
能
林
町
の
津
峯
参
拝
リ
フ
ト
陣
ヶ
丸
駅
を
起

二
○
ヘ
ク

同

身
近
な
鳥
獣
生
息
地

こ
の
区
域
は
、
阿
南
市
近
郊
に

保
護
区

点
と
し
、
同
所
か
ら
八
大
神
社
本
殿
と
の
見
通
し
線
を
南

タ
ー
ル

あ
り
、
神
社
境
内
林
を
中
心
に
天

東
に
進
み
同
神
社
本
殿
に
至
り
、
同
所
か
ら
参
道
を
南
に

然
広
葉
樹
林
が
残
さ
れ
、
鳥
獣
の



進
み
た
め
池
沿
い
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
道
と
の
交
点
に
至
り

生
息
環
境
に
極
め
て
適
し
て
い
る

、
同
所
か
ら
同
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
道
を
南
に
進
み
市
道
東
分

こ
と
か
ら
、
鳥
獣
保
護
区
に
指
定

長
浜
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
採
石
場
跡
地
西
端

し
、
良
好
な
生
息
地
の
確
保
を
図

と
の
見
通
し
線
を
北
西
に
進
み
同
跡
地
西
端
に
至
り
、
同

る
。

所
か
ら
長
生
参
道
を
北
東
に
進
み
津
峯
神
社
に
至
り
、
同

所
か
ら
参
道
を
東
に
進
み
津
峯
参
拝
リ
フ
ト
津
峯
神
社
駅

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
リ
フ
ト
を
東
に
進
み
起
点
に
至
る

線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

太
龍
寺
鳥
獣

阿
南
市
加
茂
町
の
太
龍
寺
本
堂
を
起
点
と
し
、
同
所
か

四
五
ヘ
ク

同

同

こ
の
区
域
は
、
四
国
霊
場
二
十

保
護
区

ら
参
道
を
北
東
に
進
み
通
称
仁
王
門
の
四
ツ
辻
に
至
り
、

タ
ー
ル

一
番
太
龍
寺
を
中
心
と
し
、
周
辺

同
所
か
ら
通
称
龍
神
の
森
と
の
見
通
し
線
を
南
東
に
進
み

は
ス
ギ
古
木
に
よ
っ
て
深
山
を
形

同
森
に
至
り
、
同
所
か
ら
三
等
三
角
点
大
滝
寺
（
標
高
六

成
し
て
お
り
、
ま
た
、
区
域
内
に

○
一
・
五
メ
ー
ト
ル
）
と
の
見
通
し
線
を
南
に
進
み
同
三

は
水
源
も
多
く
、
鳥
獣
の
生
息
環

角
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
阿
南
市
と
那
賀
郡
那
賀
町
と
の

境
に
極
め
て
適
し
て
い
る
こ
と
か

境
界
線
を
西
に
進
み
南
舎
心
山
に
至
り
、
同
所
か
ら
参
道

ら
、
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
、
良

を
北
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

好
な
生
息
地
の
確
保
を
図
る
。


